
記載例 申請書は２通作成してください 証明書交付後の訂正はできません



記載例
・この書類は、保管場所の使用権原事実を証明する書面です。必ず、保管場所の所有者、管理者等権限を持つ人が作成（これらの者から、作成及び加除訂正を委

任されていることがわかる書面（委任状等）がある場合を除く。）してください。権限のない者が作成又は加除訂正をすると、私文書偽造又は変造となる場合が

あります。

・自動車保管場所使用承諾証明書の代わりに賃貸借契約書等の写しで代用することもできますが、内容を確認させていただく場合があります。

・消すことのできるボールペン及び鉛筆等は使用しないでください。
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